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水災害を特徴づける復旧・復興過程における現象の一つとして，河川管理者

と被災住民との間の対立・訴訟への発展がある．被災世帯が生活再建を進めな

がら，訴訟を行うことは大きな負担であり，生活再建プロセスを左右しうる問

題といえる． 

本研究では，過去の水害訴訟事例を整理し，判決動向を見据えた上で，住民

にとっての水害訴訟の困難さについて考察する．また，2006 年 7 月鹿児島県北

部豪雨災害を対象とし，一部の被災者が河川管理者の瑕疵と責任を追求し，訴

訟を求める中，住民と行政の間を調整する地域リーダーの対応が，円滑な地域

再建をもたらし，その後の協働川まちづくりに導いたプロセスを明らかにする．

その結果を踏まえて，水害後の訴訟回避も含めた地域再建の落としどころに向

けた地域リーダーの役割と，行政・住民間の調整役としてのコミュニケーショ

ン・ルールについて考察したい． 

 

キーワード：水害訴訟，生活再建，地域リーダー，コミュニケーション・ルー

ル 

 


